
答 申 第 ９ ９ 号
令 和 ２ 年 １ 月 ２ ７ 日

徳島県教育委員会 殿

徳島県個人情報保護審査会

会 長 松永 満佐子

個人情報の取扱いに関する制限の適用を除外する事項について（答申）

令和元年１１月１１日付け総教セ第１８０１号で諮問のありましたこのことについて，

下記のとおり答申します。

記

オンライン結合による個人情報の提供制限の例外に関する事項（徳島県個人情報保護

条例第８条第２項第３号関係）について

諮問された事項については，公益上の必要性があり，かつ，オンライン結合の基準に

則し個人の権利利益が侵害されないよう必要な措置が講じられていることが認められま

す。

なお，オンライン結合による個人情報の提供を実施するに当たっては，個人情報の適

正な取扱いが徹底されるよう次の事項について要望します。

１ 業務に従事する教職員等に対する十分な指導や研修を実施すること。

２ 提供先となる生徒及びその保護者に対し，ＩＤ及びパスワードの管理並びにセキュ

リティ対策等の十分な指導を行うこと。

３ 教職員等，生徒及びその保護者に付与されるＩＤ及びパスワードの管理並びにアク

セス権限の範囲設定を適正に行うこと。

４ セキュリティ環境の安全性について，定期的に確認を行うこと。



オンライン結合による提供制限の例外に関する事項（条例第８条第２項第３号関係）

特定のものに対する提供

整理 システム等の名称 提供する個人情報 提供先 オンライン結合による提供

番号 の対象者の範囲 制限の例外を認める理由

１ 学習情報蓄積サービ 県立中学校及び中 生徒本人及 ○生徒が学校内外における活動の実績

ス 等教育学校・高等 びその保護 や学びの記録をポートフォリオとし

学校の生徒及びそ 者 て積み上げていくことにより，自ら

の保護者 の学びを振り返り，主体的な学習活

動等に繋げるため及び国が検討を進

めている大学入学者選抜改革に対応

するためオンラインの利用が必要で

ある。

○本件システムは，文部科学省「教育

情報セキュリティーポリシーに関す

るガイドライン」を遵守し，授業・

学習系システムとして必要なセキュ

リティが具備されている。

○生徒の学習履歴等を生徒本人に限定

して提供するものであり，ＩＤ，パ

スワードによる本人確認を行うなど

適切な保護措置が講じられることと

なっている。

○学校からの通知や連絡及び連絡調整

等を生徒の保護者に限定して提供す

るものであり，ＩＤ，パスワードに

よる本人確認を行うなど適切な保護

措置が講じられることとなってい

る。
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